
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2(2020)年 1月 9日 第 19号 文責 校長 陣内富子 

★裏面もご覧ください。⇒新学習指導要領について①、２月の主な行事予定、令和 2 年度運動会及び勧興まつりの期日決定 

 本校では昭和 47年より「複数担任制」を実践しており、通知表の表紙にも「複数担任名」を明

記し、職員が覚悟をもって指導に当たっています。複数担任制の始まりについては、『勧興読本』

128 ページに記載があります。また、12 月に保護者の皆様にご協力いただいた「教育活動の充実

をめざすアンケート」の 1 つ目の項目「学校は、複数担任で協力してお子さんの指導にあたっている」

において、「よくあてはまる・ややあてはまる」との回答が 93.5％という高い評価をいただきました。 

昨年、文部科学省より「一部教科担任制」を推進する方針が出されました。また、富山県南砺

市では令和２年度４月から市内全小学校で「チーム指導制」を導入するという報道もありました。

いずれも、諸課題の克服に向けて、一学級一担任制の見直しの検討がなされています。 

 そこで、本校では実践を継続してきた複数担任制の効果を再認識し、一層の充実を図っていき

たいと考えています。校長も着任以来 10ヶ月間、複数担任制のよさを随所で感じてきました。 

◆複数担任制の実際 

①学級担任及び特別支援学級担任が担当クラスのみならず、他クラスの授業及び生活指導を実施。

②合同授業の実施。1・2組合同で二人の担任が、例えば生活科(1・2年)、総合的な学習の時間(3   

～6年)を一緒に年間を通じて実施。体育や特別活動では学習内容のまとまりで合同授業を実施。 

③交換授業の実施。3～6 年では、例えば 1 組担任が同学年 2 クラスの理科を、2 組担任は同学年

2クラスの社会科を、年間通して担当する交換授業を実施。 

◆複数担任制の効果 

①上記のような合同授業や交換授業を実施しているため、学年の児童の顔を覚えるだけでなく、 

児童理解を深めているため、日常的な指導やトラブルが起きた際の即時対応ができる。 

②保護者の方からの相談に複数担任が当たることができる。(どちらにも相談可、複数対応可) 

③担任出張時に、複数担任が行った個別の指導をその日のうちに保護者の方へ連絡できる。 

④一人ではなく複数の目で見ることにより、児童のよさを多角的・多面的に見取ることができる。 

⑤交換授業では教材準備を深めることができる。合同授業では効果的なコース別学習もできる。 

児童数 327名 

本校の強みを生かして ～複数担任制～ 

令和２(2020)年の幕開け！今年もよろしくお願いします   令和初の年末年始とともに、いよ

いよ 2020オリンピックイヤーとなりました。今年は子年、十二支の始まりの年です。学校におい

てもいろいろな節目の年とも言えます。小学校においては４月から始まる新しい学習指導要領の

全面実施を目前に控え、その準備を進めているところです。また、本校が大事にしている取り組み

の一層の充実も図って参ります。昨日行った第３学期の始業式では、「できることを増やす３学期

に」というテーマで話をしました。できるようになるには、「練習する」「続ける」ことだよと子供

たちに伝えています。粘り強く、がんばり抜く気持ちを大事にして、力をつけてほしいと願ってい

ます。３学期が本年度の締めくくりの学期であると同時に、来る進級・進学を 

展望する大事な学期であることを皆意識しいます。子供たちが充実した日々を 

過ごせるよう今年も職員一同務めて参ります。保護者の皆様、地域の皆様、変 

わらぬご支援ご協力をよろしくお願いします。 

教育目標 豊かな心と勧興魂の実現をめざす子どもの育成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の主な行事予定 

 

月の主な行事予定 

３日(月)いじめ・いのちを考える日 
    すくすくテスト、委員会活動 

４日(火)全校朝会 
５日(水)読書タイム、６時間授業５･６年 

 ６日(木)はと活動 
７日(金)チャレンジタイム 

     新１年生学校体験 
１０日(月)校納金引き落とし日 
１１日(火)祝日 建国記念日  
１２日(水)読書タイム、６時間授業５･６年 
     成章中より小６参観（～14日） 
１３日(木)勧興体操 
１４日(金)チャレンジタイム、学習参観 
１５日(土)古紙回収 8:30～10:30 

１７日(月)すくすくテスト、クラブ活動（３年見学） 
１８日(火)バトンタッチ集会 

１９日(水)おにぎり弁当の日 
     特別校時（全学年下校 14:35） 
     成章校区三校合同全体研修会 

２０日(木)はと活動 
     PTA企画委員会 19:00～運営委員会 19:30～ 
２３日(日)祝日 天皇誕生日 
２４日(月)振替休日 
２６日(水)読書タイム、６時間授業５･６年 
２７日(木)はと活動 
２８日(金)読書ボランティア、６年生を送る会 

６年生保護者会、はと給食     

 令和２(2020)年４月より、小学校ではいよいよ新学習指導要領が全面実施となります。これま

で、その移行措置期間として、徐々に準備を進めきております。そこで、３学期の本紙面におい

て、本校の取り組み及び今後の計画について具体的にお知らせして参ります。 

１ 今回の改訂の特色 

  学習指導要領はおよそ 10年に一度、その時代の社会のニーズに応じて改訂されてきました。

今回の改訂では、「教育内容」と「時間数」に加えて、「どのように学ぶか」という学び方につ

いて触れられています。子供たちが予測困難なこれからの時代の様々な変化に積極的に向き合

い、他者と協働して課題を解決していくこと、自ら考え判断して行動できるような力をつける

ことを目指しています。本校でも職員研修を進めているところです。 

２ 新しい教科等と授業時間数の増加 

（１）３･４年は外国語活動を年間 35時間実施（移行措置期間の本年度、本校では年間 25時間実施） 

（２）５･６年は外国語活動から外国語科として年間 70時間実施(本年度は外国語活動を年間 60 時間実施) 

  本年度よりも３年生以上は 10時間の授業時間数増加となります。このことを見据えて本校で 

は水曜日の６時間授業を計画的に実施してきました。４月からは３年生以上は６時間授業の日

が増えるため、子供たちの負担増とならないように、また、よりよい授業を目指して先生たち

の授業準備ができるように他の曜日を含めた校時表全体の見直しを現在進めています。 

（３）プログラミング教育を算数や理科の一部で実施し、論理的思考を学ぶ。（内容は次号に掲載） 

新しい学習指導要領について（その１） 

 

令和２(2020)年度勧興ふれあい大運動会及び勧興まつりの期日決定 

 先月 12 月 24 日(火)19 時より開催された勧興校区ふれあい協議会の場で、令和２年度校区合

同開催の２つの行事の期日が、下記の通り決定しました。今年はオリンピック開催にあたり、祝

日であるスポーツの日(旧体育の日)が 7 月 24 日に特別に移動されます。そこで、予定通り運動

会を実施した場合の振替休日を 10月 12日(月)としています。悪天候時の学校の予備日は下記の

通りですが、校区の予備日は現在検討を続けられています。 

◆勧興ふれあい大運動会 10月 11日(日)、振替休日 12日(月) ＊学校の予備日 10月 12日(月) 

◆勧興まつり      11月 8日(日)、振替休日 9日(月) 

悪天候時 


